
 

第１回 日野川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

 

議 事 次 第 

 

日 時：平成 28 年 7 月 6 日（水） 

14:00～16:00 

場 所：日野川河川事務所 

別館 会議室 

 

 

１．挨拶（国土交通省日野川河川事務所長） 

２．講演（道上鳥取大学名誉教授） 

  「 総合治水 ～但馬（円山川等）地域総合治水の例～ 」について         

３．議事 

（１）設立趣旨、規約（案）の確認 

（２）現状の水害リスク情報の共有 

（３）「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく取組について 

（４）減災のための目標（案）について 

（５）今後の進め方（案） 

４．その他（意見交換） 

 

 

 
※この協議会で対象とする日野川水系とは、一級水系日野川のうち、日野川、法勝寺川を示す。 
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講演者
（道上先生）

○　 ○　

米子市 南部町

伯耆町 日吉津村
気象庁

国土交通省

オブザーバー
（道上先生）

入口

（出席者一覧）

（講演者）
鳥取大学 道上　名誉教授

（委員）
米子市 市長 （代理） 菅原　部長
伯耆町 森安　町長
南部町 町長 （代理） 種　防災監
日吉津村 村長 （代理） 高田　課長
鳥取県 危機管理局長 （代理） 山下　課長
鳥取県 倉元　米子県土整備局長
気象庁 真木　鳥取地方気象台長
国土交通省 倉吉河川国道事務所長 （代理） 赤星　副所長
国土交通省 横林　日野川河川事務所長

（事務局）
鳥取県 酒本　課長
鳥取県 佐々木　係長
国土交通省 實光　副所長
国土交通省 大元　事業対策官
国土交通省 乗松　課長
国土交通省 有満　係長
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「日野川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」設立趣旨 
 

 

 平成 27 年９月関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水により利根川水系

鬼怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸

水が発生しました。また、これらに住民の避難の遅れも加わり、近年の水害では

例を見ないほどの多数の孤立者が発生する事態となりました。今後、気候変動の

影響により、このような施設の能力を上回る洪水の発生頻度が高まることが懸念

されます。 

 こうした背景から、平成 27 年 12 月 10 日に社会資本整備審議会会長から国土

交通大臣に対して「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について

～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申されま

した。本答申において「施設では守り切れない大洪水は必ず発生するとの考えに

立ち、水防災意識社会を再構築する必要がある」とされていることを踏まえ、新

たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市

町村において、平成 32 年度を目標に水防災意識社会を再構築する以下の取組を

行うこととしました。 

 

 ・住民が自らリスクを察知し主体的に避難するための、より実効性のある「住

民目線のソフト対策」への転換 

 ・優先的に整備が必要な区間における「洪水を安全に流すためのハード対策」

の着実な推進 

 ・越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防構造の

工夫等「危機管理型ハード対策」の導入 

 

 一方、日野川流域は東西方向の基幹交通施設である山陰道、国道９号、ＪＲ山

陰本線等をはじめ、南北方向には米子自動車道、ＪＲ伯備線等の基幹交通施設が

交差する交通の要衝であり、当該地域は鳥取県西部における社会、経済、文化に

対して重要な役割を担っています。 

流域内において、一度氾濫が起これば、浸水面積や浸水深など、その被害は甚

大となるとともに、浸水の継続時間も長期にわたることが想定されます。 

 これまでにも、近年、昭和 47 年７月、平成 10 年 10 月、平成 18 年７月、平成

23 年９月の洪水において、流域に甚大な浸水被害をもたらしました。 

 

 こうした背景や経緯を踏まえ、米子市、南部町、伯耆町、日吉津村、鳥取県、

気象庁、国土交通省からなる協議会を設置して、減災のための目標を共有し、ハ

ード・ソフト対策を一体的、計画的に推進する「日野川水系大規模氾濫時の減災

対策協議会」を設立します。 
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日野川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 
 

 

 

日野川水系大規模氾濫時の減災対策協議会  規約 

 

（名称） 

第１条  本会は、「日野川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」（以下「協議会」と 

いう。）と称する。 

※この協議会で対象とする日野川水系とは、一級水系日野川のうち、日野川、法勝寺川を示す。 

 
（目的） 

第２条 日野川水系における堤防の決壊や越水等に伴う大規模な浸水被害に備え、隣接する

市町村や県、国等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフ

ト対策を一体的かつ計画的に推進し、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を

再構築することを目的とする。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条  協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。  

２  洪水の浸水想定等の水害リスク情報と、現状の減災に係る取組状況等の共有 

３  円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排除を実現するた 

めに各機関がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地域の取組方針」の作 

成・共有 

４ 「地域の取組方針」に基づく対策の実施状況のフォローアップ 

５  その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項 

 

（協議会） 

第４条  協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。ただし、必要に応じ委員を追加す 

ることができる。 

２  協議会は、第 1項によるもののほか、必要に応じて委員以外の者の出席を要請し、 

意見を聞くことができる。 

 

（幹事会） 

第５条  協議会の円滑な運営を行うため、協議会の下に幹事会を置く。 

２  幹事会は、別表２に掲げる委員をもって構成する。ただし、必要に応じ委員を追加 

することができる。 

３ 幹事会は、第２項によるもののほか、必要に応じて委員以外の者の出席を要請し、 

意見を聞くことができる。 

 

（会議の公開） 

第６条  協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、 

協議会に諮り、非公開とすることができる。  
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２  幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより、公開と 

見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条  協議会に提出された資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、 

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て 

公表しないものとする。  

２  協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を 

得た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条  協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２  事務局は、中国地方整備局日野川河川事務所及び鳥取県県土整備部河川課が共同で 

行う。 

 

（雑則） 

第９条  この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、協議 

会で定めるものとする。 

 

（附則） 本規約は、平成２８年７月６日から施行する。（第１回協議会の日） 
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日野川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 委員 

 

 
（委員）           米子市長 

       南部町長 

       伯耆町長 

       日吉津村長 

鳥取県  危機管理局長 

鳥取県西部総合事務所 米子県土整備局長 

気象庁  鳥取地方気象台長 

      国土交通省中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長 

国土交通省中国地方整備局 日野川河川事務所長 

  

        

別表１ 

 

（事務局）    鳥取県県土整備部 河川課 

 

 国土交通省中国地方整備局  日野川河川事務所 
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別表２ 

 

 

 

日野川水系大規模氾濫時の減災対策幹事会 委員 

 

 
（委員）    米子市 防災安全課長 

       米子市 維持管理課長 

       南部町 防災監 

    伯耆町 総務課長 

    伯耆町 地域整備課長 

    日吉津村 総務課長 

鳥取県  危機管理局 副局長 

鳥取県 西部総合事務所 河川砂防課長  

気象庁  鳥取地方気象台  管理官  

国土交通省中国地方整備局  倉吉河川国道事務所 副所長 

国土交通省中国地方整備局  日野川河川事務所 副所長 

 

 

 

（事務局）       鳥取県県土整備部 河川課 

 
国土交通省中国地方整備局  日野川河川事務所 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．近年の水害と気候変動
２．地球温暖化と激甚化する豪雨
３．平成２７年水防法改正の概要
４．想定最大規模降雨
５．想定最大の浸水想定区域図
６．水防災意識社会の構築に向けて

想定最大降雨による浸水想定について
～生命を守る水災害意識社会～
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1-①.近年の降雨状況
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1-②.近年の主な水害（一覧）

過去５年の主な水害

・計画を越える洪水や観測史上最大となる降雨が多発！！
・国管理区間での堤防決壊も発生！！

河川等 特徴 備考

平成23年台風6号 新宮川 計画高水位超過

平成23年7月新潟・福島豪雨 信濃川 計画高水位超過

平成23年台風12号 紀伊半島大水害 新宮川 日本史上最大流量 その１

平成23年台風15号 宮川 計画高水位超過

平成24年梅雨前線・台風4号 九州北部豪雨 矢部川 堤防決壊 その２

平成25年梅雨前線等・台風4号・台風7号 山口県老人ホーム 土砂災害

平成25年豪雨 津和野・萩 山口県観測史上最大降雨

平成25年台風第18号 桂川 特別警報（運用後初） その３

平成25年台風第26号 小笠原諸島 土砂災害 その４

平成26年台風11号・台風12号・前線による豪雨 広島豪雨 広島市 土砂災害 その５

平成27年台風18号等 関東・東北豪雨 鬼怒川 堤防決壊

災害名

2



1-③.近年の水災害（その１）

計画（1/100）

×1.26倍
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1-③.近年の水災害（その２）

計画（1/100）

×1.28倍
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1-③.近年の水災害（その３）
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1-③.近年の水災害（その４）
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1-③.近年の水災害（その５）

7



8

1-③.近年の水災害（その６）

平成27年9月 関東・東北豪雨（鬼怒川堤防決壊）

水防団待機水位

はん濫注意水位

避難判断水位
はん濫危険水位

計画高水位

現況堤防高

‐4

‐3

‐2

‐1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8日0時 8日12時 9日0時 9日12時 10日0時 10日12時 11日0時 11日12時 12日0時

水
位
（
m
）

② 鬼怒川水海道地点(10.95k)

■台風第18号及び台風から変わった低気圧に向かって南から湿った空気が流れ込んだ影響で、関東地方や
東北地方で記録的な大雨となった。
■9月10日から11日にかけて、16地点で最大24時間降水量が観測史上1位を更新した。

下流 中流
3～44k 44～101.5k

決壊 1 0 1

溢水 5 2 7
漏水(噴砂あり) 8 0 8
漏水(噴砂なし) 12 0 12

法崩れ 8 0 8
堤防洗掘 21 0 21
河岸洗掘 2 7 9
その他 17 12 29

合計 74 21 95

被害名 総数

鬼怒川全川の被災状況

常総市役所

計画高水位超過
11時～16時

９月２５日時点

堤防決壊



1-③.近年の水災害（その７）
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２．地球温暖化と激甚化する豪雨

10

気候変動に関する政府間パネル：Intergovernmental Panel on Climate Change、略称：IPCC

国際連合環境計画と国際連合の専門機関にあたる世界気象機関が1988年に共同で設立

参加者は政府関係者だけに限られず、各関連分野の科学者など専門家も参加している。
2007年の第4次評価報告書の場合、130ヵ国以上からの450名超の代表執筆者・800名超の執筆協力者による寄稿、
および2500名以上の専門家による査読を経て作成されている

＜検討条件＞
○SRES
エネルギー・二酸化炭素排出等の排出シナリオ

○A1Bシナリオ
高成長社会（バランス型の石油系・新エネル
ギーの技術革新）

第5次評価報告書 2014年12月
第1作業部会報告書（AR5 WG I : 自然科学的根拠） 環境省

国土技術政策総合研究所
気候変動適応策研究本部

将来における気候変動に対応するための方策を，
治水や利水，環境の観点から多面的に検討

河川に関する影響の分析



２．地球温暖化と激甚化する豪雨

堤防設計の計画を上回る洪水が頻発する可能性がある。

1111
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日南

日降水量（ｍｍ） 最大時間雨量（ｍｍ）

1976.9.10 86 1978.9.29 26
1977.6.24 68 1977.7.17 25
1976.9/9 68 1976.8.1 25

茶屋

日降水量（ｍｍ） 最大時間雨量（ｍｍ）

2006.7.18 163 2005.7.1 54
1979.10.19 156 2000.8.8 50
1993.6.29 155 2005.9.3 45

古峠山

日降水量（ｍｍ） 最大時間雨量（ｍｍ）

1979.10.19 122 1979.9.2 46
1979.9.4 120 1981.7.15 29
1979.9.2 114 1981.7.13 27

江尾

日降水量（ｍｍ） 最大時間雨量（ｍｍ）

2013.7.15 219.5 2013.7.15 87
1993.6.29 154 1995.7.20 67
2009.6.22 150 1985.7.9 57

大山

日降水量（ｍｍ） 最大時間雨量（ｍｍ）

2011.9.3 524 2005.8.15 90
2011.9.2 341 2013.7.15 68.5
1990.9.19 313 2009.7.19 67

米子

日降水量（ｍｍ） 最大時間雨量（ｍｍ）

1964.7.18 206.8 2013.7.15 66.5
1968.7.15 204 1961.7.9 62.1
2006.7.18 180 1961.9.9 57.9

道後山

日降水量（ｍｍ） 最大時間雨量（ｍｍ）

2011.9.3 191 2011.7.24 64
2011.9.2 184.5 2011.8.1 55.5
2006.7.17 141 2010.8.30 50.5

伯太

日降水量（ｍｍ） 最大時間雨量（ｍｍ）

2011.9.3 241 2013.7.15 100.5
1997.6.28 197 2014.8.7 57.5
2011.9.2 163.5 1979.9.2 57

横田

日降水量（ｍｍ） 最大時間雨量（ｍｍ）

2009.6.22 166 1976.7.29 92
1997.6.28 157 2005.7.1 70
1993.6.29 152 2005.8.15 63

２．地球温暖化と激甚化する豪雨

日野川流域及び周辺の観測史上１位～３位の雨量記録（気象庁データより）



２．地球温暖化と激甚化する豪雨

命を守ることを最重要課題と
して取り組む

命と財産を守るための
施設整備

大雨等の規模

現況の堤防等の能力の規模 堤防等設計の計画の規模 想定し得る最大規模

日野川流域で100年に1回
程度降る大雨を対象

過去に山陰地区で降った
最大の大雨

命を守ること（避難行動）を優先とするため、
被害が最大となるよう、計算条件を設定

・ハード整備は時間がかかり、今後起こりうる災害への早期対応が困難
・諸外国の対応方法等（住民避難に関するタイムラインの設定）も参考に大規模災害の避難方法を検討

現況の堤防等の能力の規模 堤防等設計の計画の規模

大雨等の規模

これまで

今後

堤防等を設計する規模の降雨しか想定していない

想定し得る最大規模の降雨で、命を守るための検討を実施！！

命と財産を守るための
施設整備

日野川流域で100年に1回
程度降る大雨を対象
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２．地球温暖化と激甚化する豪雨（ハリケーン・カトリーナ事例）
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３．平成27年度水防法改正の概要

15

水防法の改正の概要＜平成27年5月13日成立、5月20日公布＞

○ 現行の洪水に係る浸水想定区域について、

想定し得る最大規模の洪水に係る区域に拡充して公表

（現行は、河川整備において基本となる降雨を前提とした区域）

改正の概要

近年､現在の堤防等の施設計画を

超える浸水被害が多発

H26.8避難所2階の浸水
（徳島県）

H25.8梅田駅周辺の浸水
（大阪市） 河川整備において基本となる降雨を前提 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域

背景

※浸水想定区域図の公表を出水期前（6月中旬）までを予定

＜改訂により公表する情報＞

改訂前 改訂後 備考

浸水想定区域図 計画規模降雨 想定最大規模降雨 計画規模降雨（省令）

浸水継続時間 想定最大規模降雨
ハザードマップ 計画規模降雨 想定最大規模降雨
参考（その１） 河岸侵食による家屋倒壊
参考（その２） 氾濫流による家屋倒壊

市町村公表：青文字 河川管理者公表：赤文字



４－①．浸水想定区域図・ハザードマップの効果

16ハザードマップを活用することで、避難行動が早くなり、命を守ることにつながる。

●洪水ハザードマップの有効性
・1998 年に日本の東北地方を流れる阿武隈川で発生した洪水
・郡山市

1)住民の多くは、洪水ハザードマップに示される避難場所を確認して避難を行った。
2)洪水ハザードマップを見た人の避難率は、見なかった人に比べて約1.5 倍多かった。
3)洪水ハザードマップを見た人は、避難の開始時間が約1 時間早かった。

1998 年8 月 郡山市の洪水



４ｰ②．想定最大規模降雨（今回）

＜想定最大規模降雨とは＞
・気候変動により頻発化・激甚化する水災害に対応するためには施設の能力を上回る外力の発生を想定
・近隣の流域等における降雨が同じように発生すると考え、国内を降雨特性が類似するいくつかの地域に分割し、
その地域内で観測された最大となる降雨を用いて想定最大外力を設定

社会資本整備審議会（気候変動に適応した治水対策検討小委員会）

17

日野川流域は降雨特性により山陰に分類

車尾上流（857.4km2）と同規模で実際に山陰地区で観測された
降雨を抽出

平成10年10月洪水（台風10号） 山陰地方で519mm/48時間
と降雨量を設定

被害最大となる日野川の降雨波形で浸水範囲を検討

○降雨の設定方法 （参考）降雨特性の地域設定

①北海道北部

②北海道南部

④東北東部

⑤関東

⑥北陸

⑦中部

⑧近畿

⑩山陰

⑨紀伊南部

⑬四国南部

⑪瀬戸内

⑭九州
北西部

⑮九州南東部

③東北西部

ブロック区分

⑫中国西部

（⑭九州北西部
に含む）

これまで 今回

計画規模降雨
想定最大
規模降雨

降雨量（車尾上流域） 246mm／2日 519mm／48時間

流量（車尾地点） 5,100m3/s 11,800m3/s



４-③．公表資料＜浸水想定区域図（想定最大規模降雨）＞

18

想定最大規模降雨（H10.10型、
519mm/48h）の浸水解析を実施
し、最大浸水深をとりまとめ

想定最大規模降雨（L2）による最大浸水深
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４-④．公表資料＜浸水継続時間（想定最大規模降雨）＞

浸水継続時間（L2、H10.10型、519mm/48hr、全破堤）

日吉津村

米子市

南部町

伯耆町

19

～ 12時間

12時間 ～ 24時間（1日）

24時間（1日） ～ 72時間（3日）

72時間（3日） ～ 168時間（1週間）

168時間（1週間） ～ 336時間（2週間）

336時間（2週間） ～ 672時間（4週間）

浸水継続時間

想定最大規模降雨
（H10.10型、519mm/48h）
の浸水解析結果から、浸水
継続時間をとりまとめ

堤内地の浸水継続時間の
最大は24時間程度 （青木
地先）となり、概ね 1日以
内に排水される。
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4ｰ⑤．参考資料＜家屋倒壊等氾濫想定区域（想定最大規模降雨）＞



水防災意識社会再構築ビジョン

関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。

＜ソフト対策＞ ・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」
へ転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞ ・「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

排水門

主な対策 各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域 ※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時
間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を
工夫する対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク
情報の周知

・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾
濫想定区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示
したハザードマップへの改良

・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の
促進

・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報
をリアルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報
等の提供

＜洪水を安全に流すためのハード対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、
堤防のかさ上げや浸透対策などを実施

横断図

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊
に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生する
ことが想定される区域 21
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『大規模氾濫時の減災対策協議会
に至るまでの経緯（背景） 』

年 月 事 象 概 要

近年 想定していた気象等外力の変化

地球温暖化と激甚化する豪雨、近年水害と気候変動等

平成２７年 ５月 水防法の改正

多発する浸水被害への対応を図るため、ソフト･ハード両面から対策を推進する。

平成２７年 ８月 水災害分野における気候変動適応策のあり方の公表

激甚化する水災害に対処し気候変動適応策を早急に推進すべく、施設では守りきれ
ない事態を想定し、社会全体が災害リスク情報を共有し、施策を総動員して減災対
策に取り組む。

平成２７年１２月 水防災意識社会再構築ビジョンの公表

行政･住民・企業等の各主体が水害リスクに関する知識と心構えを共有し、氾濫した
場合でも被害の軽減を図るための、避難や水防等の事前の計画・体制、施設による
対応が備えられた社会を目指す。

平成２８年 ６月 浸水想定区域図の公表

現行の洪水に係る浸水想定区域について、想定し得る最大規模の洪水に係る区域
に拡充して公表する。

平成２８年 ７月 河川大規模氾濫時の減災対策協議会の開催

全ての直轄河川とその沿川市町村において、平成３２年度を目標に水防災意識社
会を再構築する取り組みを行う。

平成２８年 ８月 減災のための目標及び取組方針（案）の公表

大規模氾濫時の減災対策として、計画的・一体的に取り組む事項について、積極的
かつ建設的に検討を進め、その結果をとりまとめる。

※ 朱書きは今後の予定

６．水防災意識社会の構築に向けて



６．今後の対応（協議会のスケジュール（案））
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○日野川水系大規模氾濫時の減災対策協議会

浸水想定区域図の公表 平成２８年６月９日

第１回協議会 平成２８年７月６月（本日）開催
（浸水想定区域図公表後）

第２回協議会 平成２８年８月中旬開催予定
・取組方針の策定（発表） ※現時点の予定であり変更の可能性があります

毎年、フォローアップしながら、5カ年で取組みを進める。

大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について
～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～

社会資本整備審議会答申

○速やかに実施すべき対策
(1) 市町村長による避難勧告等の適切な発令の促進
(2) 住民等の主体的な避難の促進
(3) 的確な水防活動の推進
(4) 減災のための危機管理型ハード対策の実施



水防災意識社会 再構築ビジョン

資料－６



水防災意識社会再構築ビジョン

関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。

＜ソフト対策＞ ・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」
へ転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞ ・「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

排水門

主な対策 各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域 ※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時
間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を
工夫する対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク
情報の周知

・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾
濫想定区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示
したハザードマップへの改良

・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の
促進

・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報
をリアルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報
等の提供

＜洪水を安全に流すためのハード対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、
堤防のかさ上げや浸透対策などを実施

横断図

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊
に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生する
ことが想定される区域 1



住民目線のソフト対策

○水害リスクの高い地域を中心に、スマートフォンを活用したプッシュ型の洪水予報の配信など、住民が
自らリスクを察知し主体的に避難できるよう住民目線のソフト対策に重点的に取り組む。

○立ち退き避難が必要な家屋
倒壊等氾濫想定区域等の公表

⇒平成28年出水期までに
水害リスクの高い約70水系、
平成29年出水期までに
全109水系で公表

リスク情報の周知

スマホ等で取得

ライブカメラ

自分のいる場所の近傍の情報

自分のいる場所

詳細な雨量情報

河川水位

洪水予報等の情報を
プッシュ型で配信

家屋倒壊等氾濫想定区域

○ 避難に着目したタイム
ラインの策定

○ 首長も参加するロール
プレイング形式の訓練

○不動産関連事業者への説
明会の実施

⇒水害リスクを認識した不動産
売買の普及等による、水害リス
クを踏まえた土地利用の促進

事前の行動計画、
訓練

避難行動のきっかけとなる情報を
リアルタイムで提供

⇒平成28年出水期までに
水害リスクの高い約400市町村
平成32年度までに
全730市町村で策定

⇒・平成28年夏頃までに洪水に対しリスクが高い区間において
水位計やライブカメラを設置

・平成28年出水期からスマートフォン等によるプッシュ型の洪
水予報等の配信を順次実施

○住民のとるべき行動を分かり
やすく示したハザードマップ
への改良

⇒「水害ハザードマップ検討委員会」
にて意見を聴き、平成27年度内を
目途に水害ハザードマップの
手引きを作成

2



パイピング、法すべり
↓

漏水対策（浸透含む）

Ｌ＝約３６０ｋｍ（堤防への浸透対策）
Ｌ＝約３３０ｋｍ（パイピング対策）

流下能力不足
↓

堤防整備・河道掘削

Ｌ＝約７６０ｋｍ

水衝・洗掘
↓

侵食・洗掘対策

Ｌ＝約１１０ｋｍ

・河床が深掘れしている箇所や水衝部
等、河岸侵食・護岸欠損のおそれが
ある箇所

・堤防高が低い等、当面の目標に対して
流下能力が不足している箇所
（上下流バランスを確保しながら実施）

優先的に対策を実施する区間Ｌ＝約１，２００ｋｍ

・過去の漏水実績箇所等、浸透により
堤防が崩壊するおそれのある箇所

・旧河道跡等、パイピングにより堤防が
崩壊するおそれのある箇所

関東・東北豪雨の
被災写真

（漏水、パイピング
）

※各対策の延長は重複あり

鳴瀬川支川吉田川（宮城県） 利根川支川鬼怒川（茨城県）

平成27年9月関東・東北豪雨を踏まえて設定した、堤防整備・河道掘削等の流下能力向上対策、浸透

・パイピング対策、侵食・洗掘対策に関し、優先的に対策が必要な区間約１，２００kmについて、平成３２

年度を目途に、今後概ね５年間で対策を実施。

阿武隈川支川荒川（福島県）

洪水を安全に流すためのハード対策（全国直轄管理区間内）

3



パイピング、法すべり
↓

漏水対策（浸透含む）

Ｌ＝０ｋｍ（堤防への浸透対策）
Ｌ＝約３．５ｋｍ（パイピング対策）

流下能力不足
↓

堤防整備・河道掘削

Ｌ＝約１．４ｋｍ

水衝・洗掘
↓

侵食・洗掘対策

Ｌ＝０ｋｍ

・河床が深掘れしている箇所や水衝部
等、河岸侵食・護岸欠損のおそれが
ある箇所

・堤防高が低い等、当面の目標に対して
流下能力が不足している箇所
（上下流バランスを確保しながら実施）

優先的に対策を実施する区間Ｌ＝約４．９ｋｍ

・過去の漏水実績箇所等、浸透により
堤防が崩壊するおそれのある箇所

・旧河道跡等、パイピングにより堤防が
崩壊するおそれのある箇所

※各対策の延長は重複あり

鳴瀬川支川吉田川（宮城県）

平成27年9月関東・東北豪雨を踏まえて設定した、堤防整備・河道掘削等の流下能力向上対策、浸透

・パイピング対策、侵食・洗掘対策に関し、優先的に対策が必要な区間約４．９kmについて、平成３２年

度を目途に、今後概ね５年間で対策を実施。

洪水を安全に流すためのハード対策（日野川水系直轄管理区間内）

4

（米子市榎原・青木地区、
伯耆町溝口地区）

（米子市榎原地区、伯耆町立岩地区）



日本海

菅沢ダム

洪水を安全に流すための
ハード対策 概要図
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西伯郡伯耆町

西伯郡南部町

日野郡江府町

日野郡日野町

日野郡日南町

流域界

凡 例

直轄河川管理区間

※具体の実施箇所等については、今後の調査検討や、洪水被
害の発生状況等によって変わる場合があります。

※表示されている各対策の延長計については、四捨五入の関
係で概要図と合致しない場合があります。

※今後概ね５年間で対策を実施する区間を記載しています。

凡例 浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策
流下能力対策 侵食対策

L=0.30km

L=0.50km

L=1.35km

L=1.60km

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食対策

4.9km － 3.5km 1.4km －

内訳実施区間延長
（重複無し）
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氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランス等の観点から堤防整備に至らない区間な

ど約１，８００kmについて、決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫する対策を平成

３２年度を目途に、今後概ね５年間で実施。

堤防天端をｱｽﾌｧﾙﾄ等で保護し、堤防への雨水の浸透を

抑制するとともに、越水した場合には法肩部の崩壊の進行

を遅らせることにより、決壊までの時間を少しでも延ばす

堤防天端の保護 堤防裏法尻の補強

裏法尻をブロック等で補強し、越水した場合には深

掘れの進行を遅らせることにより、決壊までの時間を

少しでも延ばす

堤防裏法尻をブロック等で補強
堤防天端をアスファルト等で保護した堤防では、

ある程度の時間、アスファルト等が残っている。

アスファルト等

※ 具体的な工法については検討中

対策を実施する区間Ｌ＝約１，８００ｋｍ ※各対策の延長は重複あり

約１，３１０km 約６３０km

粘性土

危機管理型ハード対策（全国直轄管理区間内）

6



氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランス等の観点から堤防整備に至らない区間な

ど約２．２kmについて、決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫する対策を平成３２

年度を目途に、今後概ね５年間で実施。

堤防天端をｱｽﾌｧﾙﾄ等で保護し、堤防への雨水の浸透を

抑制するとともに、越水した場合には法肩部の崩壊の進行

を遅らせることにより、決壊までの時間を少しでも延ばす

堤防天端の保護 堤防裏法尻の補強

裏法尻をブロック等で補強し、越水した場合には深

掘れの進行を遅らせることにより、決壊までの時間を

少しでも延ばす

堤防裏法尻をブロック等で補強
堤防天端をアスファルト等で保護した堤防では、

ある程度の時間、アスファルト等が残っている。

アスファルト等

※ 具体的な工法については検討中

対策を実施する区間Ｌ＝約２．２ｋｍ ※各対策の延長は重複あり

０km 約２．２km （南部町原・法勝寺地区）

粘性土

危機管理型ハード対策（日野川水系直轄管理区間内）
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日本海
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西伯郡南部町

日野郡江府町

日野郡日野町

日野郡日南町

流域界

凡 例

直轄河川管理区間

危機管理型ハード対策 概要図
＜日野川＞

※具体の実施箇所等については、今後
の調査検討や、洪水被害の発生状況
等によって変わる場合があります。

※危機管理型ハード対策と併せて、住
民が自らリスクを察知し、自主的に避
難できるようなソフト対策を実施予定で
す。

※表示されている各対策の延長計につ
いては、四捨五入の関係で概要図と合
致しない場合があります。

※今後概ね５年間で対策を実施する区
間を記載しています。

天端の保護 裏法尻の補強

2.2km － 2.2km

内訳実施区間延長
（重複無し）

L=1.10km

L=0.90km

L=0.20km凡例 天端の保護
裏法尻の補強
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大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方答申
～ 社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築 ～

○対応すべき課題

• 家屋倒壊等氾濫想定区域等、立ち退き避難が必要な区域を表示する
など、避難行動に直結したハザードマップに改良

• 広域避難等の計画づくりを支援する協議会等の仕組みの整備
• スマートフォン等を活用したプッシュ型の河川水位情報の提供 等

○危機管理型ハード対策の導入○住民目線のソフト対策への転換

 的確な水防活動の推進

 円滑かつ迅速な避難の実現

 水害リスクを踏まえた土地利用の促進

• 水防体制を確保するための自主防災組織等の水防活動への参画 等

• 越水等が発生した場合でも決壊までの時間を
少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する
対策の推進

• 堤防構造の工夫や氾濫水を速やかに排水する
ための排水対策等の「危機管理型ハード対策
」とソフト対策を一体的・計画的に実施する
ための仕組みの構築 等• 開発業者や宅地の購入者等が、土地の水害リスクを容易に認識する

ため、様々な場所での想定浸水深の表示
• 不動産関連事業者への洪水浸水想定区域の説明会等の開催 等

 危険な区域からの立ち退き避難  水防体制の弱体化
 住まい方や土地利用における水害リスクの認識の不足
 「洪水を河川内で安全に流す」施策だけで対応することの限界

 市町村・住民等の適切な判断・行動
 市町村境を越えた広域避難

○行政・住民・企業等の各主体が水害リスクに関する知識と心構えを共有し、氾濫し
た場合でも被害の軽減を図るための、避難や水防等の事前の計画・体制、施設によ
る対応が備えられた社会を目指す。

これまでの河川管理者等の行政目線のものから住民目線のもの
へと転換し、利用者のニーズを踏まえた真に実戦的なソフト対策
の展開を図る

従来の「洪水を河川内で安全に流す」対策に
加え、氾濫した場合にも被害を軽減する「危機
管理型ハード対策」を導入する

 減災のための危機管理型ハード対策の導入

み ず ぼ う さ い
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減災のための目標（案）について

資料－７
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米子市街地の横断図（Ａ－Ａ‘）

洪水、内水氾濫に弱い地形特性(1)

日野川下流部において、米子市街地を形成している

扇状地（氾濫原）は、その殆どが日野川の計画高水位よ
り低い地盤高の平地部となっている。

そのため、洪水により日野川や法勝寺川の堤防が決
壊すると、広範囲にわたって浸水し、甚大な被害が発生
するおそれがある。

浸水範囲については、日野川左岸（西側）の堤防が決
壊した場合は弓ヶ浜半島に沿って境港方面、日野川右
岸（東側）の堤防が決壊した場合は日吉津村全域に広
がり、日野川流域外にまで及ぶことも想定される。

また、浸水範囲内には、市町村役場等行政機関、大
学付属病院等医療機関、ＪＲ等交通機関、王子製紙等
大規模企業が点在している。

日野川の水害の特徴（１）

◎行政機関
■医療施設
●その他

1

Ａ

Ａ’

●王子製紙

米子医療
センター■

鳥取大学医学部
付属病院 ■

山陰労災病院■

●米子駅

◎米子消防署

◎米子市役所

◎国土交通省
日野川河川事務所

◎米子警察署

◎伯耆町役場

◎南部町役場

◎行政機関
■医療施設
●その他

1

◎日吉津村役場



日野川の水害の特徴（２）
（他方）上流部においては、

河川と山に囲まれた狭窄な地形

●浸水深が深くなる

●交通や企業への影響大

洪水、内水氾濫に弱い地形特性(2)-1
日野川（上流部）においては、ＪＲ伯備線と国道181号

が河川に併走しており、浸水や河岸侵食等によって、そ
れらが分断されやすい状況となっている。

これらの交通が分断されれば、地域住民の避難活動
や（緊急）災害支援物資等の物流にも甚大な影響が出
る。

2
浸水想定区域図

日野川
(上流部)

法勝寺川
(上流部)

洪水、内水氾濫に弱い地形特性(2)-2
法勝寺川（上流部）においては、国道180号が河川に

併走しており、浸水等によって、それらが分断されやす
い状況となっている。

この交通が分断されれば、地域住民の避難活動や
（緊急）災害支援物資、また、地場の企業である鳥取グ
リコ（株）、ＮＯＫ（株）、鳥取ビブラコースティック（株）等
への物流にも甚大な影響が出る。



洪水、内水氾濫に弱い地形特性(3)

家屋が立地している場所の地形（地盤状
況）によっては、河川からの洪水の氾濫流
で、家屋が倒壊してしまうおそれがある。

その範囲については、河川区域から離れ
た場所にも多く存在する。

3

日野川の水害の特徴（３）

日野川

家屋倒壊等氾濫想定区域



明治26年10月決潰

明治19年9月決潰

文
政
12
年
決
潰

大
正
7
年
9
月
決
潰

明
治
26
年
9
月
決
潰

大
正
7
年
9
月
決
潰

昭
和
9
年
9
月
決
潰

明治18年2月・明治26年10月決潰

文政12年7月決潰
延宝元年・嘉永5年決潰

明治19年9月決潰

明
治
9
年
9
月
決
潰

天文19年清里集落流失

明治26年9月洪水で再び浸水した区域

明治19年9月洪水での浸水区域
大正7年9月洪水で三たび浸水した区域

元禄15年以前の本流

元文19年以前の本流

元禄15年以前の河道

明治19年災害復旧完成
明治26年災害復旧完成

明治19年災害復旧完成
明治26年災害復旧完成

享保年間築造
勝田土手

宗像土手
慶長11年頃築造

正
田
土
手

同慶寺土手
（緒方堤）嘉永6年堤防強化

兼久堤
天保の始めに修復完成

明治29年災害復旧完成
大正10年災害復旧・補修完成

法勝寺川全体の堤防
昭和10年～昭和25年完成

日野川・法勝寺川における過去の破堤箇所

日野川の水害の特徴（４）

日野川は昭和９年、
法勝寺川は昭和３４年以降
破堤災害無し

●外水氾濫に対する住民の

危機意識の低下
が懸念される
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氾濫水が、貯留する上流部や、流域外を含む広範囲へ広がる下流
部の氾濫特性を踏まえ、日野川では大規模水害に対し、ハード・ソフト
対策を推進して「逃げ遅れゼロ」「社会経済被害の最小化」「防災意識
の向上」を目指す。

１．逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取り
組み

２．一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするた
めの排水活動の取り組み

３．防災教育拡充のための取り組み

減災のための目標（案）

●５年間で達成すべき目標

■上記達成に向けた３本柱の取り組み

※大規模水害 ・・・ 想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害
※逃げ遅れ ・・・ 立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態
※社会経済被害の最小化 ・・・ 大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に再開できる状態
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○避難行動のための取り組み（１）

タイムラインやハザードマップの作成

6

■想定最大規模降雨による洪水の浸水想定を踏まえたタイムライン（防災行動計画）や
ハザードマップの作成に取り組む。

～情報伝達、避難計画等に関する事項～

タイムライン（表）の作成イメージ

洪水の浸水想定



○平時からのリスク情報の周知に関する事項

河川のリアルタイム映像の提供環境の整備
～情報伝達、避難計画等に関する事項～

○避難行動のための取り組み（２）

例：菅沢ダムの貯留状態 例：米子市青木地区の冠水

7

危険度

避難の参考となる
ダムや河川の状況
（イメージ）

６ｈ後０ｈ

雨の降り始め

８ｈ後 １２ｈ後 ２４ｈ後

堤防越水・決壊時の破壊力に関するイメージ動画の作成・公開

■日野川や法勝寺川から越水・決壊した流水の破壊力について、数値で示すより映像で示した方が直感的にわかりや
すい。
状況のイメージ動画を作成・公開することで、堤防から越水した流水の破壊力について直感的な注意喚起を促す。

～平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項～

※時間軸はイメージ

■沿川住民に対し迫り来る危機を認識させるために（ＮＨＫ配信、データ放送、ケーブルＴＶ、川の防災情報等）リアル
タイムの映像情報を配信することで、住民の迅速 な避難が可能となる。
映像情報を米子市、南部町、伯耆町、日吉津村やテレビ放送等で配信するよう検討を行う。



○避難行動のための取り組み（３）

避難行動訓練の実施

8

■想定最大規模降雨による洪水の浸水想定を踏まえた避難行動のための
取り組みとして、自治会・小中学校等を対象にした避難訓練を行う。

～情報伝達、避難計画等に関する事項～

（キーワード）
・ 一次避難 ： 被災時に、避難場所等へ避難すること。
・ 二次避難 ： 避難後に、避難所等へとどまり避難生活をすること。
・ 広域避難 ： 住民が住んでいる市町村以外の場所へ避難すること。

●避難訓練の実施状況（イメージ写真）



大規模災害を想定した排水計画（案）の作成

■過去の状況から想定される浸水箇所について、その箇所に応じた排水ポンプ車の適切な設置位置、中国
地方整備局管内において他事務所からの広域配備までを想定した運搬ルート、更には配備のためのタイム
ライン想定等、総合的 な排水計画を作成する。

例 ： 排水ポンプ車設営訓練状況

○排水活動の取り組み（１）

～氾濫水の排水、施設運用等に関する事項～

例 ： 排水ポンプ車運転状況（平成23年9月）

9



排水を効率的に進める施設の整備

■排水用の窯場の整備や動線となる進入路の整備等、迅速かつ効率的に排水ポンプ車を配備するための
必要な施設整備を行う。

10

例 ： 排水作業を効率的に行うための施設として、頻発する内水被害発生箇所に窯場の設置を行う。
（窯場とは：内水が河川に流出する箇所において、排水ポンプを設置して稼働させるために必要な窪みのこと。）

○排水活動の取り組み（２）

～氾濫水の排水、施設運用等に関する事項～

例 ： 排水ポンプ車運転状況（平成25年9月）例 ： ポンプ排水時の窯場



○防災教育拡充のための取り組み（１）

■学校教育関係者と協力して、教科の指導内容及び地域の特性に合わせた教材等
（年間計画、指導計画等）を作成し、授業等で活用してもらう。

防災教育の指導内容及び地域特性に合わせた教材等の作成

～避難における意識啓発活動に関する事項～

11

※活動のポイントについて

例：授業等実施状況
（イメージ写真）

○生徒に十分に防災について理解してもらうに
は、全国共通の教科書を活用した授業を行うの
ではなく、身近な材料・ネタ・写真を活用する方
がより効果的である。

（また、過去の災害事例の掘り起こし等含め地域
に即した教材の作成が必要）

○教材等を作ることだけが目的ではなく、教材作
成を通じて、防災について先生・生徒の理解を深
めることがより重要である。

例：先生との打ち合わせ状況
（イメージ写真）



○防災教育拡充のための取り組み（２）

■都道府県・市町村教育委員会等が開催する学校教育関係者向け研修や講習（学習）
会への参加も有効であるため、積極的に参加していく。

学校教育関係者向け研修や講座等学習の場への参加

～避難における意識啓発活動に関する事項～

12

○受け身の実施ではなく、こちらから積極的に働き
かける。

（先生も忙しいため、すぐに授業で使える教材等が
望まれる。先生方からの要望を聞きながら実施す
る。）

○生徒を対象として教えるだけではなく、先生も対
象として活動する。

（先生の理解が深まれば、先生が異動しても異動
先で効果的な学習の継続が期待できる。）

○関係機関や外部の方と協力して、学校教育関係
者と共に活動する。

※活動のポイントについて

例：研修会実施状況
（イメージ写真）

例：講習会実施状況
（イメージ写真）



 

 

 

 

 

今後の進め方について 

 

 
 

■ 準備会 平成２８年５月２４日開催（済） 

 

 
■ 第１回協議会 平成２８年７月６日開催（本日） 

 

 
■ 第１回幹事会 平成２８年７月１５日開催予定 

 

・現在の取り組み状況の共有 
 

・今後の取り組み案の報告 

 

 
■ 第２回幹事会 平成２８年７月２８日開催予定 

 

・取り組み方針案の作成 

 

 

■ 第２回協議会 平成２８年８月中旬開催予定（台風期前） 
 

・取り組み方針の作成（発表） 

 

 

 

 

 
※現時点の予定であり変更の可能性があります 

 

 

 

 

 

 

 

資料－８ 



第１回 日野川水系大規模氾濫時の減災対策協議会

基調講演 「 総合治水

～但馬(円山川等)地域総合治水の例～ 」

資料

鳥取大学名誉教授

道上 正䂓



総合治水 ～但馬（円山川等）地域総合治水の例～ 

道上 正䂓 

背景 

・ 台風等による想定を上回る大雨や集中豪雨、ゲリラ豪雨が増え、従来の河川や下水道対

策の整備といった治水対策「ながす」だけでは被害を防ぐことは困難。 

・ 河川沿いの浸水リスクの高い地域では、土地利用や住まい方で「洪水への備え」を工夫

して被害の軽減を図る。 

・ 雨水の貯留、地下への浸透、森林の保全等を通して、流出を抑える流域対策「ためる」

で、河川や下水道への負荷を軽減。 

・ 兵庫県では、これまでの治水「ながす」に加えて、「ためる」・「そなえる」を効果的に

組み合わせた「総合治水条例」を策定して、それに基づいて但馬地域では国・県・市町・

県民が相互に連携しながら協働して推進していく総合的な治水対策を取りまとめた。 

計画地域 

 ３市２町（豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町）人口 17.6 万人面積：2,020 ㎢ 

計画期間 ：平成 26 年度から概ね 10 年間 

計画目標 

① ながす：河川・下水道の流下能力の向上 

② ためる：既存施設を活用した、流出抑制機能の向上 

  水田、ため池、公共施設等を積極的に活用して、流出抑制機能を向上させる。 

③ そなえる：浸水に対する備えの確保 

  人命を第一に考え、浸水に対する避難対策や建物の耐水化等の充実 

河川・下水道対策（ながす） 

・ 河川対策：河川整備計画に位置付けられた内容のうち、期間内に実施可能な整備 

・ 下水道対策：年超過確率１/5 ~1/10 (約４５ｍｍ/hr)の規模の降雨に対して対策 

流域対策（ためる） 

・ 調整池の設置と保全 ・土地等の雨水貯留浸透機能 ①学校・公園、その他大規模施設

②ため池・水田 ③各戸貯留 ・貯留施設の雨水貯水容量の確保：例えば県管理の与布

土ダムの事前放流の検討 ・ポンプ施設との調整 ・遊水機能の維持 ・森林の整備及

び保全 ・山地防災・土砂災害対策 

減災（ソフト）対策（そなえる） 

・ 浸水が想定される区域の指定：風水害の危険度を記載したハザードマップの作成、まる

ごとまちごとハザードマップの作成 ・浸水による被害を軽減するための情報の伝達：

県はフェニックス防災システムを市町に提供 ・浸水による被害の軽減に関する学

習 ・浸水による被害の軽減のための体制の整備：避難施設への案内板や水防体制の整

備 ・訓練の実施 ・建物等の耐水機能 ・浸水による被害からの早期の生活の再建 

モデル地区での取り組みと先導的取り組み ➡ 第１回フォローアップ 



水防災意識社会 再構築ビジョン

平成２７年１２月１１日

国土交通省 水管理・国土保全局



水防災意識社会再構築ビジョン

関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。

＜ソフト対策＞ ・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」
へ転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞ ・「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

排水門

主な対策 各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域 ※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時
間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を
工夫する対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク
情報の周知

・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾
濫想定区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示
したハザードマップへの改良

・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の
促進

・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報
をリアルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報
等の提供

＜洪水を安全に流すためのハード対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、
堤防のかさ上げや浸透対策などを実施

横断図

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊
に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生する
ことが想定される区域 1



住民目線のソフト対策

○水害リスクの高い地域を中心に、スマートフォンを活用したプッシュ型の洪水予報の配信など、住民が
自らリスクを察知し主体的に避難できるよう住民目線のソフト対策に重点的に取り組む。

○立ち退き避難が必要な家屋
倒壊等氾濫想定区域等の公表

⇒平成28年出水期までに
水害リスクの高い約70水系、
平成29年出水期までに
全109水系で公表

リスク情報の周知

スマホ等で取得

ライブカメラ

自分のいる場所の近傍の情報

自分のいる場所

詳細な雨量情報

河川水位

洪水予報等の情報を
プッシュ型で配信

家屋倒壊等氾濫想定区域

○ 避難に着目したタイム
ラインの策定

○ 首長も参加するロール
プレイング形式の訓練

○不動産関連事業者への説
明会の実施

⇒水害リスクを認識した不動産
売買の普及等による、水害リス
クを踏まえた土地利用の促進

事前の行動計画、
訓練

避難行動のきっかけとなる情報を
リアルタイムで提供

⇒平成28年出水期までに
水害リスクの高い約400市町村
平成32年度までに
全730市町村で策定

⇒・平成28年夏頃までに洪水に対しリスクが高い区間において
水位計やライブカメラを設置

・平成28年出水期からスマートフォン等によるプッシュ型の洪
水予報等の配信を順次実施

○住民のとるべき行動を分かり
やすく示したハザードマップ
への改良

⇒「水害ハザードマップ検討委員会」
にて意見を聴き、平成27年度内を
目途に水害ハザードマップの
手引きを作成
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パイピング、法すべり
↓

漏水対策（浸透含む）

Ｌ＝約３６０ｋｍ（堤防への浸透対策）
Ｌ＝約３３０ｋｍ（パイピング対策）

流下能力不足
↓

堤防整備・河道掘削

Ｌ＝約７６０ｋｍ

水衝・洗掘
↓

侵食・洗掘対策

Ｌ＝約１１０ｋｍ

・河床が深掘れしている箇所や水衝部
等、河岸侵食・護岸欠損のおそれが
ある箇所

・堤防高が低い等、当面の目標に対して
流下能力が不足している箇所
（上下流バランスを確保しながら実施）

優先的に対策を実施する区間Ｌ＝約１，２００ｋｍ

・過去の漏水実績箇所等、浸透により
堤防が崩壊するおそれのある箇所

・旧河道跡等、パイピングにより堤防が
崩壊するおそれのある箇所

関東・東北豪雨の
被災写真

（漏水、パイピング
）

※各対策の延長は重複あり

鳴瀬川支川吉田川（宮城県） 利根川支川鬼怒川（茨城県）

平成27年9月関東・東北豪雨を踏まえて設定した、堤防整備・河道掘削等の流下能力向上対策、浸透

・パイピング対策、侵食・洗掘対策に関し、優先的に対策が必要な区間約１，２００kmについて、平成３２

年度を目途に、今後概ね５年間で対策を実施。

阿武隈川支川荒川（福島県）

洪水を安全に流すためのハード対策
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氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランス等の観点から堤防整備に至らない区間な

ど約１，８００kmについて、決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫する対策を平成

３２年度を目途に、今後概ね５年間で実施。

堤防天端をｱｽﾌｧﾙﾄ等で保護し、堤防への雨水の浸透を

抑制するとともに、越水した場合には法肩部の崩壊の進行

を遅らせることにより、決壊までの時間を少しでも延ばす

堤防天端の保護 堤防裏法尻の補強

裏法尻をブロック等で補強し、越水した場合には深

掘れの進行を遅らせることにより、決壊までの時間を

少しでも延ばす

堤防裏法尻をブロック等で補強
堤防天端をアスファルト等で保護した堤防では、

ある程度の時間、アスファルト等が残っている。

アスファルト等

※ 具体的な工法については検討中

対策を実施する区間Ｌ＝約１，８００ｋｍ ※各対策の延長は重複あり

約１，３１０km 約６３０km

粘性土

危機管理型ハード対策
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